
〔別紙１〕※４ 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 「神戸市会だより」配送業務 

 契 約 業 者 名 神戸運送自動車株式会社 

 随意契約の理由 

 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 
 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

「神戸市会だより」は、各定例市会終了後、議会の審議内容等を市民に伝えることを目的と

して年４回発行し市内全戸配布している。 

市民に審議内容等の広報を行うためには市内全戸配布が必要不可欠であり、市内全戸に配布

している「広報紙KOBE」令和７年５月号・８月号・12月号・令和８年２月号に挟み込んで配布

する方法が適している。 

 

「神戸市会だより」は、「広報紙KOBE」に挟み込まれた状態で印刷業者から配送業者に引き渡

されるため、「神戸市会だより」配送業務を履行できるのは上記事業者以外にはないため、随意

契約を締結する。 

担当部署 

（問合せ先） 市会事務局総務課  （電話番号：078-322-5853） 

 

 


